
 

技能労務職員等の給与等の見直しに向けた取組方針 
 

平成 20 年 3 月 
帯 広 市 

 
 
 １ 現 状 
 
  ⑴ 職種ごとの人数、平均年齢、平均給与等及び民間従業員データ（平成 19 年 4 月 1 日現在） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（平成 16 年～

平成 18 年の 3 ヶ年平均） 
※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、帯広市のデータは正規職員のみであり、民間のデー

タは非正規雇用職員が含まれているため、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致してい

るものではない。 
 
 
  ⑵ 年齢別職員数（平成 19 年 4 月 1 日現在） 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ⑶ その他給与に関する事項 
 
   ア 給料表について 
    本市では職種に関係なく、国家公務員の一般行政職に適用している行政職俸給表（一）と単

純労務職に適用している行政職俸給表（二）の合成給料表を使用しています。 
  
   イ 各種手当について 
    一般職員と同様に、対象者には扶養手当・住居手当・通勤手当・特殊勤務手当・時間外勤務

手当・休日勤務手当・期末勤勉手当等が支給されます。 
 
   ウ 昇格基準 
    毎年１月１日に前１年間における勤務成績に応じて、４号俸（５５歳を超える場合は２号

俸）を標準として昇給します。 
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 ２ 基本的な考え方 
 
  効率的な行政運営の執行にあたっては、少数精鋭の職員体制の構築が必要不可欠であることから、

本市では、多様化する市民ニーズに対応できる、弾力的な人事配置を可能とするため、昨年度から

消防職員を除き、職種を限定せずに「総合職」として採用を行っております。また、在職している

技能労務職をはじめとした様々な職種について、「総合職」として職種を一本化する取組みを進め

ています。 
こうした考えから、今後も給与については、職種に関係なく一般行政職と同一の給料表を使用し

ていくものですが、常に給与制度については見直しを実施し、人件費の抑制に努めてまいります。 
 
 
 ３ 具体的な取組内容 
 
  ⑴ 定員について 
    平成２０年度から平成２４年度を実施年度として新たな行財政改革に取り組むなかで、現行

の帯広市定員適正化計画（Ｈ16～Ｈ21 年度実施）を見直します。 
    民間委託の方向性等を踏まえながら、技能労務職も含めた職員数の適正化を図っていくもの

で、平成２０年度中に新たな削減計画及び目標値を定めます。 
     
  ⑵ 給与について 
    適正な給与制度の維持に向けて絶えず、調査検証を行います。 

平成２０年度は、全ての特殊勤務手当について、継続して見直しを行います。 
また、人事評価制度の導入を図ります。 

 
  ⑶ 採用と職種について 
    平成９年度を最後に技能労務職の採用は行っていません。今後も技能労務職としての新たな

採用は行わないことから、これまで、事務職・技術職・労務職など職種別に行っていた採用

を「総合職」として一本化し、市のあらゆる業務に携わる人材を育成するとともに、弾力的

な人事配置を行い、時代の変化に即した行政運営が行える環境づくりに努めます。 
 
 
 ４ その他 
 
  行政が直接行っている事務の見直しを行い、公共サービスの維持・向上や事務の効率化が図れる

ものは、民間委託等を推進します。 
  技能労務職に関係する取組みとしては、学校給食共同調理場の調理業務や、ごみ収集業務、道路

維持管理業務などについて、新たな行財政改革において平成２４年度までに検証や見直しを進める

予定です。 
 
  


